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令和５年 第６回 高鍋町農業委員会 総会 議事録 

 

１．開催日時  令和５年 ６月２８日（水）午後２時から 

２．開催場所  高鍋町役場 第３会議室 

３．出席委員  農業委員        ６名 

        農地利用最適化推進委員 ７名 

農業委員 

   ２番 松井 正一郎 ３番 松崎 久範 ５番 上野 光正    

６番 坂元 洋子   ７番 幸妻 正浩  会長 坂本 弘志 

農地利用最適化推進委員 

   １番 橋口 卓史   ２番 坂本 実    ３番 橋口 昌央 

   ５番 永友 定己   ６番 小嶋 秀樹   ７番 坂本 幸 

８番 宮越 美秋 

 

４．欠席委員  

農業委員１名 

１番 山口 裕三 

 

５．議事日程 

第１  議事録署名委員及び会議書記の指名 

第２  会期の決定（別記のとおり） 

第３  諸報告 

第４  議案第２６号  農地移動適正化あっせん事業について 

第５  議案第２７号  農地法第４条第１項の規定による許可申請書承認

について 

第６  議案第２８号  農地法第５条第１項の規定による許可申請書承認

について 

第７  議案第２９号  非農地証明交付申請の承認について 

第８  議案第３０号  農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積

計画の決定について 

第９  議案第３１号  農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積

等促進計画の承認について 

第１０ 議案第３２号  令和４年度高鍋町農業委員会の農地利用の最適化

の推進の状況その他の事務の実施状況の公表につ

いて 
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６．事務局職員  事務局長  杉 英樹    事務局長補佐 小澤 宏之 

         係  長  金城 朋子   主  査   大嶋 昌子  

 

（開会１４時００分） 
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［事務局］ 

 それでは、定刻になりました。会の進行を坂本会長、よろしくお願いいたし

ます。 

 

［議長］ 

 ただいまから、令和５年第６回高鍋町農業委員会総会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

本日は、農業委員は、６名が出席です。 

 農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、総会は成立してお

ります。 

 農地利用最適化推進委員は、７名が出席です。 

なお、欠席の１番山口裕三委員から、欠席届が提出されております。 

 

 本日は、農業委員会等に関する法律第３１条第１項及び高鍋町農業委員会会

議規則第１１条の規定に該当する案件がございます。議案討論の際に申しあげ

ますので、よろしくお願いします。 

 

これより議事に入ります。 

日程番号１、議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。 

高鍋町農業委員会会議規則第１２条第１項の規定による議事録署名委員につ

きましては、議長指名とさせていただきます。            

本日の議事録署名委員には、６番坂元洋子委員、７番幸妻正浩委員を指名い

たします。 

なお、本日の会議書記には、事務局職員の小澤宏之局長補佐を指名いたしま

す。            

 

 日程番号２、会期の決定につきましては、別記のとおり本日６月２８日の１

日間といたします。          

 

日程番号３、諸報告を事務局に求めます。    
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［事務局］ 

 はい。事務局でございます。２ページを御覧ください。 

 ６月の業務報告について、でございます。 

上から、２日に、「農林水産省共通申請サービスｅＭＡＦＦの説明会」が開催

をされております。ｅＭＡＦＦって何と言いますか、転用申請が必要になった

ときにインターネットを使って、それぞれが申請できるようなシステムの構築

がされていますので、それに向けての説明会っていうことになってきます。 

７日に、「新規就農に係る検討会」を内部で行っております。 

８日から１９日まで、「高鍋町議会定例会」が開催をされまして、７月２０日

からの新たな農業委員７名の同意をいただいたところでございます。 

１３日と１６日に、「農業委員会サポートシステム操作研修会」が開催をされ

ております。 

 １５日に、先ほど言いました新規就農に係る部分の研修先を選定するに当た

りまして、「審査会」ということで、農協で開催をされて、出席をしております。 

 同じ１５日に、「農地利用最適化交付金の最適化活動実績報告の説明会」がさ

れております。 

 ２６日に、「宮崎県農業会議通常総会」が開催され、会長が出席をしておりま

す。 

 ２７日に、「高鍋町不動産評価委員会」が開催をされております。 

 先日、電話で連絡をさせていただいておりますけど、３０日に「農業委員会

との意見交換会」ということで、県の農業会議からそれぞれ来られまして、昨

年度も行っておりますけど、意見交換を行います。全員参加としておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

 ６月の総会関係になります。２１日に現地調査を行いまして、本日が総会と

なっております。 

本日の総会終了後には、「高鍋町農業経営改善等対策会議」が開催をされます。 

よろしくお願いします。 

 

 ７月の業務の計画になります。 

 １９日に、「宮崎県防衛協会高鍋支部総会」が開催をされ、会長と私が出席い
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たします。 

２５日に、「児湯地域担い手育成総合支援協議会総会」と「児湯農協管内総合

農政推進協議会総会」が開催をされます。 

  

 ７月の総会関係になります。通常の月とは違う形での開催になりますので、

間違いないようにお願いをいたします。３年に１回このようなパターンになる

かと思いますけども。通常の総会は会長名で、総会の招集文書を議案と一緒に

配布をさせていただいておりますが、来月の臨時総会２０日に開催されるもの

については、高鍋町長からの案内文書で総務課から文書が送付をされます。 

２０日に、まず新たな農業委員さんの「任命書交付式」があります。８時４

５分からです。これ日程表に時間が書いてあります。８時４５分からで応接室

になります。これ服装一応、私が今着ているクールビズで構いませんので、ワ

イシャツ、スラックスでお願いします。これは委員さんだけです。再任されて

いる方々ということになります。 

その後に、「臨時総会」ということで９時から開催をします。これも委員さん

だけになります。そこで会長、副会長とか議席番号とかの決定を行います。 

そこの中で今度は推進委員を議案にかけまして、この方たちに委嘱すること

でよろしいかというような形であったうえで、決定をした後に推進委員の方々

に１０時くらいになるかと思いますけども、終了後に「委嘱状交付式」を行っ

て、その後「全員協議会」で、全員で会議を行うということになります。これ

が２０日の予定です。あちこちから文書が出てきますので、この日程表に書い

ている２ページの時間帯くらいというのを目途に思っておいてください。 

通常と同じように、２１日に現地調査を行いまして、２８日に総会というこ

とになります。２１日の現地調査の担当、大体何日か前に皆さん分かって、電

話連絡行っていると思いますけど、誰がどこの担当というのは２０日の臨時総

会でしか決まりませんので、２０日にしか２１日が、誰が当たるかというのが

わかりません。なので一応皆さんこの次期委員さんになられる方は、一応自分

が当たっても大丈夫というところで、日程をそこはとりあえずおさえておいて

ください。２０日にはある、ないがはっきりするかと思います。 

 

 業務報告と業務計画は、以上でございます。よろしくお願いします。 



 

6 

 

［事務局］ 

 ３ページを御覧ください。県進達経過報告を申し上げます。 

 ５月２９日農業委員会総会承認分、農地法第５条、○○○○さんと○○○○

さんの一般個人住宅敷地の件、６月５日付けで許可となっております。以上で

す。 

 

４ページをお開きください。 

 「農地法第３条の３の規定による届出書について」は○○○○１件で御覧の

とおりです。御確認ください。 

 

５ページをお開きください。 

「農地法第１８条第６項の規定による通知について」です。 

１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ほか１筆 

賃貸人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

賃借人   ○○○○ 

本日の議案第３１号に関連しております。以上です。 

 

［議長］ 

 ただいまの報告２ページから５ページについて、御意見、御質問はございま

せんか。 

それでは、質問等がないようですので、以上で諸報告を終わります。 

 

日程番号４、議案第２６号「農地移動適正化あっせん事業について」を議題

とします。 

農地移動適正化あっせん事業実施要領９のアの規定による申し出について、

事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。６ページをお開きください。議案第２６号「農地移動適正化あっせん

事業について」です。 
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１番 令和５年５月２５日 売渡しの申し出です。 

申出者   ○○○○ 

農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊  

畑 ６２４㎡ ほか１筆 

 

２番 令和５年６月６日 売渡しの申し出です。 

申出者   ○○○○ 

農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊  

田 ３０４㎡ ほか２筆 

 

 この申し出につきまして、あっせん委員の指名をお願いいたします。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、あっせん委員の指名をいたします。 

  

１番 売渡し 申し出       担当委員 ７番 坂本 幸  推進委員 

                    順番委員 ８番 宮越 美秋 推進委員 

 

２番 売渡し 申し出       担当委員 ３番 橋口 昌央 推進委員 

                    順番委員 ５番 永友 定己 推進委員 

 

 よろしくお願いします。 

 

 日程番号５、議案第２７号「農地法第４条第１項の規定による許可申請書承

認について」を議題とします。 

１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。  

 

［事務局］ 

 はい。事務局です。１２ページをお開きください。 

 議案第２７号「農地法第４条第１項の規定による許可申請書承認について」 
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１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊番＊ ほか１筆  

登記地目 宅地 現況 畑 合計面積５３０．６３㎡ 

申請人   ○○○○ 

転用目的は、長屋住宅です。 

 担当の松崎委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

３番。 

 

［３番］ 

 はい。３番、説明します。転用の目的は、長屋住宅です。申請地は１４ペー

ジを見てもらえますか。一番角にある○○線ですかね。あそこから○○よりず

っと○○に向かうと、○○がありますが、その手前の交差点を右に曲がっても

らって、そこから３００ｍほど行ったところをまた右に曲がって、３０ｍ行っ

たところに申請地はあります。 

 現況は畑となっていますが、雑草が生えていました。申請者の○○○○さん

がここに２階建てのアパート、８戸入るアパート、それを１棟建築の予定と書

いてありました。 

 次の１６ページを見てもらいましょうか。見取り図になるのですけど、東側

道路のすぐ西側に駐車場がありますが、その奥にアパートが建築される予定で

す。 

 建築費は工事費込みで、○○○○円で、全額借入とのことです。 

 建築物以外の土地は、敷地のみで、切り出し盛土はしない。申請地周辺にコ

ンクリートブロック及びフェンスを設け、土砂流出を防除する。雨水は宅内最

終桝より東側既設側溝へ放流。 

 生活排水については、合併浄化槽３０人漕を設け、道路東側既設側溝へ放流

です。また建物接道については、南側道路に高鍋町建設管理課、接道協議の結

果、狭あい協議不要確認済みと書いてあります。よろしくお願いします。以上

です。 
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［議長］ 

事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。申請地は、都市計画区域で用途区域が第１種住居地域に定められた区

域にある農地であることから、第３種農地となります。 

登記地目が宅地ですが、現況が畑であることから、申請をされております。 

本案件については、１３ページから１５ページにそれぞれの図に申請地の位

置を示しております。１６ページは住宅の配置図及び排水計画図、１７ページ

は平面図です。 

先ほど松崎委員の説明の中にもありましたが、生活排水の合併浄化槽につい

ては、１６ページの図の駐車場の中央部分に斜線で示しているところに設置が

されます。排水先の側溝については、１６ページを横に見ていただいて、申請

地の右側と下にある道路が交わるところに側溝があるのですが、そちらに放流

するということです。 

道路側溝への放流については、高鍋町の建設管理課と協議済です。松崎委員

が言われた道路の協議についてなのですけれども、１６ページの横に見ていた

だいたときに、下に通っている道路について４ｍあって、セットバック等が必

要ないということの協議が終わっているということです。 

資金については、工事費が全部融資で賄うということで、金融機関の融資可

能であるという証明書が申請書に添付されており、資金について問題はないと

考えます。以上です。 

 

［議長］ 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

本件原案のとおり承認することに賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認することに決定いた

しました。 

 

日程番号６、議案第２８号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書承
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認について」を議題とします。 

１番の案件について、事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。事務局です。１８ページをお開きください。 

議案第２８号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書承認について」 

１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

登記地目 畑 現況 雑種地 １９８㎡ 

所有権移転です。 

    譲渡人   ○○○○ 

譲受人   ○○○○ 

転用目的は、露天駐車場です。 

担当の上野委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

５番。 

 

［５番］ 

 はい。それでは説明をさせていただきます。場所は２０ページを見ていただ

けますか。申請地は大字○○の交差点がありまして、○○とかがあるところに

なります。国道１０号線の○○の交差点のすぐ南側の右側に閉鎖した○○の○

○の工場がありましたが、そのすぐ南隣になります。現状は舗装がしてありま

した。 

 譲受人は、平成２８年にこの○○を購入して、○○に委託をしている○○の

○○で、２４ページをちょっと見ていただけますか。２４ページのとおり、職

員と講師陣のための露天駐車場を設ける予定となっております。これは前にも

見て取り下げたのではないかと思うのですけども、資金調達は土地購入費が○

○○○円、ライン引き等で○○○○円、合計○○○○円で、全て自己資金とな

っております。 

 雨水は町道側溝に自然放流、建築物はありませんので、汚水は発生しません。 

 また、既設の舗装をそのまま使用するため、土砂の流出は発生しません。 
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 昭和４４年の祖父の時代に農地を購入して、無断で舗装してありましたとい

うことで、現在の名義人である○○○○名義人で始末書が添付をしてありまし

た。以上、説明終わります。よろしくお願いします。 

 

［議長］ 

 事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。申請地は、都市計画区域で用途区域が準工業地域に定められた区域に

ある農地であることから、第３種農地となります。 

今回、譲受人が所有する○○の職員と講師の駐車場として利用するため申請

をされております。 

現在の○○の敷地にも１２台分駐車場がありますが、生徒の駐車場として確

保しておかないと十分な生徒募集ができないため、職員と講師用の別の駐車場

が必要ということです。 

本案件については、１９ページから２１ページにそれぞれの図に申請地の位

置を示しております。 

２０ページと２１ページの図に、申請地は実線で囲んで、○○は点線で囲っ

てあります。大体距離は４５ｍくらい離れております。 

２２ページは、申請地の東側の字図です。２３ページは申請地の西側の字図

です。地図の種類が違うため、ずれがあります。 

資金については、土地代を自己資金で賄うということで、費用を上回る残高

のある通帳の写しが添付され、資金に問題ないと判断します。以上です。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

本件原案のとおり承認することに賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認することに決定いた

しました。 
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２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。１８ページにお戻りください。 

２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊＊＊  

登記地目 畑 現況 宅地 １８５㎡  

所有権移転です。 

    譲渡人   ○○○○ 

    譲受人   ○○○○ 

転用目的は、一般個人住宅用地です。 

担当の上野委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

 ５番。 

 

［５番］ 

 はい。それでは説明をさせていただきます。場所はちょっとわかりにくいの

ですけど、２７ページを見ていただきますと、真ん中を走っているのが県道○

○線です。○○坂をずっと上りまして、○○とか○○とか○○を通って、○○

の○○の手前にあります、字○○の○○がありますけど、そこの東隣になりま

す。 

２８ページを見ていただきますと、図面がありますけども、昭和５４年に＊

＊＊＊番＊＊を農地転用して、住宅を建築する際に宅地の範囲を間違えて、今

回の申請地にまたがって主に庭を造ってしまったため、無断転用となっており

ます。これを是正したいということの申請であります。 

 住宅は既に建築してありますので、新たな工事は行いませんので、費用は発

生いたしません。 

 土地の北側は、住宅敷地と同じ高さで一体となっております。東と南側は１

ｍの段差があって、そこに○○が植えてあるのですが、安定勾配の法面となっ

ております。ほかは既に地面が固まっているということから、土砂の流出の心

配はございません。 
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 生活排水につきましては、合併浄化槽で処理することとなっております。用

排水路への放出並びに水路上の通行につきましては、管轄で一ツ瀬川土地改良

区の了解が済んだということでございます。以上で説明を終わります。 

 

［議長］ 

 事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。譲渡人と譲受人は父親と娘の親子です。 

申請地は、農業振興地域の農用地区域、つまり青地です。現在、農用地区域

からの除外の申請中で、農業振興地域の整備に関する法律第１１条第１項の規

定による公告と異議申し立て期間が終了し、県知事との計画変更の協議が行わ

れているところですが、農地転用申請は、農振法第１１条第１項の公告日以降

に可能となることから、農地転用の申請を受けております。 

農振除外後は、第１種農地となりますが、連続した家屋に接続した農地であ

るため、不許可の例外の「集落接続」に該当し転用対象です。 

先ほど上野委員より、住宅建築に関する経緯を説明していただきました。 

今回その住宅と土地を譲受人が購入する際に測量をして、今回農地に越境し

ているということが判明したということです。本来ならば、原状回復を図るべ

きところですが、住宅の撤去、改修に大きな費用や労力が必要になることや、

住宅の敷地であるため、申請地以外では目的が達成できないことから、代替地

について検討することができないという書面が申請書に添付されており、転用

はやむを得ないと判断します。 

本案件については、２６ページから２７ページにそれぞれの図に申請地の位

置を示しております。２８ページは配置図です。 

申請地は一ツ瀬川土地改良区の受益地でありましたが、転用にあたり「受益

面積が減ることになるが、土地改良施設への影響はなく、事情やむを得ない」

という意見書が添付されております。 

申請地は埋蔵文化財包蔵地外という確認を高鍋町社会教育課でされておりま

す。 

資金については、新たな工事はないことと、土地は贈与ということで費用は
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発生しません。以上です。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

本件原案のとおり承認することに賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認することに決定いた

しました。 

 

日程番号７、議案第２９号「非農地証明交付申請の承認について」を議題と

します。 

 １番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。２９ページをお開きください。 

 議案第２９号「非農地証明交付申請の承認について」です。 

 １番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊  

畑 ４８５㎡ 

    所有者   ○○○○  

願出人   ○○○○・○○○○ 

 非農地の事由は、１０年以上耕作放棄されかつ、将来的にも農地として使用

することが困難な土地であるためです。 

 この件につきまして、担当の上野委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

 ５番。 

 

［５番］ 

 はい。それでは説明をさせていただきます。申請地は３１ページをちょっと

見てください。○○があります。○○の北側、○○川に近い方にこの赤い点線

がしてあるところが、申請地なのですけど、○○というところにあります。 



 

15 

 

 当該地は、現在は登記名義人が○○○○となっておりますが、今年の１月に

死亡されたため、相続権で２名により相続の手続き中でありますが、この土地

の南側には住宅があり、逆に北側には排水があって、その間に挟まれた土地で、

住宅敷地より一段低くなっております。 

 そういうことで作物を植える状況ではないということを判断し、将来に渡っ

て農地としての活用は不可能でありますので、非農地として判断していただき

たいという申請であります。以上で説明を終わります。 

  

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

本件原案のとおり承認することに賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認することに決定いた

しました。 

 

日程番号８、議案第３０号「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画の決定について」を議題とします。 

まず、所有権移転です。 

１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。３５ページをお開きください。 

１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

畑 ほか２筆 ９，２０１㎡  

所有権を移転する者     ○○○○ 

所有権の移転を受ける者   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 担当の橋口卓史推進委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員１番。 
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［推進委員１番］ 

 はい。１番、説明します。○○○○さんから公益社団法人宮崎県農業振興公

社への有償移転です。公社の行う特例事業のうち、一時貸付タイプを活用した

売買です。 

 申請地は、○○線の○○を右へ曲がり、十字路から４５０ｍ先を北側へ行き、

４２５ｍ先の突き当たりを左へ１００ｍ先の北側と南側の農地になります。 

 現地を確認したところ、北側に＊＊＊＊番＊があり、ハウスの中に床土がバ

ラで小積んでありました。南側に＊＊＊＊番＊＊と＊＊があり、１枚の畑でハ

ウスが建っていて、周りに○○の苗が大きな鉢で置いてありました。 

 価格は○○○○円です。以上です。 

 

［議長］  

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

本件原案のとおり決定することに賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。 

２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

畑 ほか１筆 ５，６３７㎡  

所有権を移転する者     ○○○○ 

所有権の移転を受ける者   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 担当の橋口卓史推進委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員１番。 
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［推進委員１番］ 

はい。１番、説明します。○○○○さんから公益社団法人宮崎県農業振興公

社への有償移転です。公社の行う特例事業のうち、一時貸付タイプを活用した

売買です。 

申請地は、先ほど説明した＊＊＊＊番＊東側の農地になります。 

現地を確認したところ、＊＊＊＊番＊と＊＊は、１枚の畑でハウスが建って

いて、周りに○○の苗が大きな鉢で置いてありました。 

価格は○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

本件原案のとおり決定することに賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

次に、利用権設定です。 

１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。３６ページをお開きください。 

１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊  

畑 ほか４筆 １４，８３８㎡ 

利用権を設定する者    公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の橋口卓史推進委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員１番。 

 

［推進委員１番］ 

はい。１番、説明します。公益社団法人宮崎県農業振興公社から、○○○○
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さんへの利用権貸借の新規設定です。公社の行う特例事業のうち、一時貸付タ

イプを活用した利用権貸借です。 

申請地は、先ほど説明した○○○○さんと○○○○さんの農地ですので省略

させていただきます。 

○○○○さんは新規で○○、○○の認定農業者です。○○で○○を栽培され

て、こちらの農地でも○○を栽培される予定です。 

期間は４年１０か月で、賃借料は１０ａ当たり○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

 事務局、担当推進委員の説明が終わりました。 

 御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

 本件原案のとおり決定することに賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

 日程番号９、議案第３１号「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積等促進計画の承認について」を議題とします。 

 利用権設定です。 

 

 １番から２番まで、２件の案件について、順次、説明を行った後に、一括し

て採決したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 それでは、異議がないようですので、順次、説明を行った後に、一括して採

決することといたします。 

 

１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。３７ページをお開きください。 

議案第３１号「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積等促進計画

の承認について」です。 
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１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊  

田 ３００㎡ ほか１筆  

利用権を設定する者    ○○○○ 

利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の坂本幸推進委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員７番。 

 

［推進委員７番］ 

７番、説明いたします。先ほど事務局より報告がありました、公社と○○○

○との合意解約が成立した農地です。今回耕作者が変更になりましたので、今

から説明いたします。 

○○○○様から○○○○さんに公社を活用して、利用権の申請です。 

申請地は、県道○○線を○○方面に向かうと、○○があり、そこを５、６ｍ

行くと右に入る、○○に行く道があります。それを１００ｍほど行ったところ

に、○○に通ずる赤い橋があります。その橋のすぐ手前の田んぼです。２筆に

なっていますが、もう１枚になって、普通水稲が植えてありました。 

期間は４年１１か月で、年間１０ａ当たり○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。 

２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊  

田 １，４４０㎡ 

利用権を設定する者    ○○○○ 

利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の小嶋秀樹推進委員より御説明をお願いいたします。 
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［議長］ 

推進委員６番。 

 

［推進委員６番］ 

６番、説明いたします。○○○○さんから農地中間管理事業を使っての県農

業振興公社への新規の利用権設定です。 

申請地の○○○○＊＊＊＊番＊は、○○を通っています国道１０号線脇の○

○すぐ北側のビニールハウス４棟と一部が資材置場の１，４４０㎡の農地です。 

今の耕作者は認定農業者の○○○○さんです。○○○○さんは町内で幅広く

ハウス園芸をされております。現地を確認したところ、ハウス内は現在何も栽

培されていない状態でした。 

なお、賃借料は１０ａ当たり○○○○円で、契約期間は３年間だそうです。 

以上です。 

 

［議長］ 

１番から２番まで、２件の案件について、一括して採決することといたしま

す。 

１番から２番まで、２件の案件について、原案のとおり承認することに賛成

委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。よって１番から２番まで、２件の案件については、原

案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

次の３番の案件につきましては、「利用権を設定する者」及び「利用権の設定

を受ける者」が幸妻正浩委員本人である案件でありますので、農業委員会等に

関する法律第３１条第１項及び高鍋町農業委員会会議規則第１１条の規定によ

り、幸妻正浩委員は、この案件に関する議事に参与することができません。 

 幸妻正浩委員は、退室をお願いします。 

 

【幸妻正浩委員 退室】 

 

３番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 
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［事務局］ 

はい。 

３番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊  

田 ４１８㎡ ほか１９筆  

利用権を設定する者    幸妻 正浩 

利用権の設定を受ける者  幸妻 正浩 

 担当の坂本実推進委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員２番。 

 

［推進委員２番］ 

はい。２番、説明いたします。幸妻正浩さんから宮崎県農業振興公社を介し

て、幸妻正浩さんへの農地中間管理事業での使用貸借の設定で、○○地区の基

盤整備事業に伴う農地中間管理機構に集積するためのものです。 

幸妻さんは施設園芸、甘藷、加工米等を生産される認定農業者です。 

申請地は荒原＊＊＊＊番＊と＊＊＊＊番＊は、○○から北東に約１００ｍ先

になります。荒原＊＊＊＊番＊と＊＊＊＊番＊は、○○地区入口左側になりま

す。 

○○＊＊＊＊番＊ほか３筆は、幸妻さん宅北隣になります。○○＊＊＊＊番

＊ほか３筆が、○○地区集落より南西に約２００ｍ先になります。 

○○＊＊＊＊番＊ほか４筆は、○○地区集落から南に約２００ｍ先になりま

す。 

最後に○○＊＊＊＊番＊ほか２筆が、○○から北に約８０ｍ先になります。 

この農地全て加工米が作付けされてありました。 

契約期間は１０年間です。以上です。 

 

［議長］ 

 事務局、担当推進委員の説明が終わりました。 

 御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 
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 本件原案のとおり決定することに賛成委員の挙手を求めます。 

 挙手全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認することに決定いた

しました。 

 

 幸妻正浩委員は、席へお戻りください。 

 

【幸妻正浩委員 入室】 

 

日程番号１０、議案第３２号「令和４年度高鍋町農業委員会の農地利用の最

適化の推進の状況その他の事務の実施状況の公表について」を議題とします。 

 事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。４０ページをお開きください。 

議案第３２号「令和４年度高鍋町農業委員会の農地利用の最適化の推進の状

況その他の事務の実施状況の公表について」です。 

 

「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他の事務の実施状況の公表

について」は、農林水産省からの「農業委員会による最適化活動の推進等に 

ついて」により、農業委員会の最適化活動の点検・評価を行うもので、昨年の

６月の総会で新年度の目標、活動計画を策定したものについて、高鍋町農業委

員会の最適化活動の点検・評価を行うものでございます。 

それでは、概略について、御説明させていただきます。４１ページをお開き

ください。    

４１ページにつきましては、令和４年４月１日現在の農業委員会の状況と 

して、農業委員会の現在の体制と農業の農家、農地との概要の数値を記載して

おります。 

 昨年度の活動の計画を作成したときと同じ数値となっております。 

 

 続きまして、４２ページをお開きください。 

 こちらに成果目標ということで、３つの項目がございます。４４ページの１



 

23 

 

０段くらいまで記載がされております。 

まず一つ目の農地の集積につきましては、②目標というところに右の上にあ

る集積率８０％としておりますけど、③の実績のところの今年度の集積率とい

うところを見ていただけるとわかりますけども、５６．６％となっております。 

点検結果といたしましては、経営規模拡大に向けて、認定農業者等への農地

の集積を進めていたが、農地の条件が合わなかったため集積には至らなかった。

集積の向上には更なる努力が必要ということとしております。 

 

次に遊休農地の発生防止・解消につきましては、目標２番のところ、緑区分

の遊休農地の解消目標面積２．０ｈａと記載しております。緑区分っていうの

は草刈りを行うことで耕作可能な農地になっております。４３ページの③の実

績の今年度の緑区分の遊休農地の解消実績面積（Ｄ）のところに４．４ｈａが

解消実績となっております。 

点検結果といたしましては、耕作条件の良い農地については解消につながっ

ているが、狭地等の生産性の低い農地の解消が課題となっているとしておりま

す。 

 

続いて次に、新規参入の促進になりますが、新規参入者への貸付等について

農地所有者の同意を得たうえで公表する農地の面積ということです。②番の目

標のところですけど、３．７ｈａとなっております。そこに関しまして、４４

ページになりますけど、③番の実績のところの新規参入者への貸付等について

農地所有者の同意を得たうえで公表した農地の面積１番上になるのですけども、

４．１ｈａの実績がありました。 

参考の新規参入者の参入状況ということで、令和４年度については１経営体

の新規参入がございました。 

点検結果としては、新規参入者へ農地をあっせんできるように、農地所有者

へ働きかけを行ったところ、目標を上回ることができたとしております。 

 

続きまして、活動目標になります。 

 活動目標についても、３つ設定をしております。 

まず１番目が日数目標、月６日ということをあげております。２番目に活動
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強化月間の設定ということで、３か月で３回あげております。３番目が新規参

入相談会の参加ということで、１回をあげておりますが、まず日数目標につい

ては、各委員さんの活動報告を出していただいていますので、平均を出したと

ころ４．９７日でございました。 

２番目につきましては、３か月、１０月、１１月、１２月とそれぞれ記載し

ておりますけど、目標達成できております。 

３番目の新規参入相談会につきましては、１２月のＪＡアズムでの宮崎就農

応援相談会、推進委員が１名参加できておりますので、相談状況を確認したた

め達成となっております。 

なお、農業委員会の目標の達成状況の標語については、「目標に対して期待を

上回る結果が得られた」としております。 

 

 本件につきましては、県に報告のうえ、ホームページに公表する予定と 

なっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

 本件原案のとおり決定することに賛成委員の挙手を求めます。 

 挙手全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

 以上で、本日の議案の審議、すべてを終わりました。 

 これをもちまして、令和５年第６回高鍋町農業委員会総会を閉会いたします。 

 

                          （閉会１５時０８分） 

 

 


